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【屋内社会体育施設】（昭和町総合体育館以外） 

感染拡大予防対策を講じた再開方針 

令和３年１２月 １日策定 

令和４年 １月２６日改訂 ３月２２日改訂 ６月 １日改訂  

令和５年 ２月２１日改訂 ３月１３日改訂 

 

政府や山梨県が示した感染拡大予防ガイドライン等に基づき、本再開方針を作成し、当該施設

の運営・管理（令和３年１２月１日～再開）を行います。新型コロナウイルス感染症の状況から

判断することから、実施終了日は未定であり、予告なく再開方針の緩和や解除または延長及び解

除後にも感染拡大が認められた場合には改めて制限を設ける可能性がありますので、ご承知おき

ください。利用を検討される際には、最新情報をお問合わせください。感染症への対応上、施設

予約後においても使用を制限させていただく可能性がありますので、ご了解いただいた上で申請

のご検討をお願い致します。 

 

〇 貸出再開対象施設 

・地域交流センター・西条小学校体育館・常永小学校体育館 

※押原小学校体育館の一般開放は従前から行っていません。 

 

〇 開館時間及び最大利用人数  

全館共通 午後 7時 00 分～午後 9時 30 分 

・地域交流センター 全面１３５人・半面６６人 

・西条小学校体育館 全面 ８８人 

・常永小学校体育館 全面 ７５人 

※１ 施設利用は、原則、運動に供する使用方法に限る。 

※２ 学校関連行事等(スポーツ少年団、子ども園、学校行事、部活動等)の場合には、当該

主催者と別途協議。 

※３ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく非常事態宣言やまん延防止等重点措

置対象地域からの利用者がある場合には、山梨県及び対象自治体発出の方針等を確認

しながら申請を受付させていただきます。また、山梨県が発出する臨時特別協力要請

及び緊急特別協力要請等についても遵守をお願いします。 

A 管理者側の対策 

・鍵の貸出時にアルコール消毒液を用意する 

B 利用者への制限・順守を求める事項 （来館者共通） 

・利用前に体調確認を行い、発熱、咳、のどの痛み、だるさ（倦怠感）、息苦しさ、嗅

覚や味覚の異常などの症状や体調が優れない場合など少しでも体調が悪い場合に

は、利用を控えてください。 
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・家族や同居者または新型コロナウイルス感染症の症状と思われる方と接触をした可

能性がある場合には利用、来館を控えてください 

・利用の際には、飛沫感染や接触感染につながる行為、若しくはそれらのリスクにつ

ながる行為はとらないようにご協力をお願いします。 

・利用時の基本的感染拡大予防対策や３つの密（密閉、密集、密接）回避などの対策

をお願いします 

・マスクの着用は個人の判断にお任せします。飛沫感染対策などが必要な場面におい

てはご配慮をお願いします。 

・各競技団体にて示されている感染拡大予防対策ガイドラインに準じての行動もお願

いする。示されていない団体については、感染拡大予防対策や指針について情報を

収集し、感染拡大予防対策についてご配慮お願いします。 

・館内での食事は禁止。飲水については、体育館アリーナ外でお願いします 

※ただし、水のみ可とします。スポーツ飲料がこぼれた場合に床の腐食やベタつきの原因にな

りますので、ご配慮お願いします。 

・利用責任者は、氏名、住所、連絡先を控え１週間程度保管をお願いします。 

※利用者名簿様式（様式１）の用意がありますので、必要な場合には、お申し出ください。 

 ※保健所の指示などで利用者名簿の提出を求める場合があります。 

・利用者以外での来場者が利用者終了を待機している場合（例：スポ少活動の保護者）

においても 3つの密を避けることや社会的距離を取るなど、感染拡大予防対策をお

願いします。 

・退館時には利用チェックリスト表（様式２）の提出を必ずお願いします 

・利用時間内に入場、準備、片付け、清掃を行い退出をお願いします 

・新型コロナウイルス感染症の対応上、施設予約許可後も使用を制限させていただく

可能性がありますので、ご了解いただいた上で申請を行ってください。 

・上記の内容を順守いただけないような場合には、感染拡大の危険があると判断せざ

るを得ず、各施設管理運営規則に基づき使用（利用）の拒否、許可の取消を行う場

合があることを承知いただく中での申請行為及び許可を受けるものと管理者側で

は認識し、利用者側には理解いただいたものとします。 

・感染拡大防止対策にご理解、ご配慮いただける団体や個人の皆様に貸出をさせてい

ただきます。ご理解、ご協力をお願い致します。 

 


